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３ 社会福祉協議会第２次活動指針体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 住民参加で 

安心の町づくり 

 

―地域福祉活動の推進― 

 

２ 人と人とが 

つながる町づくり 

 

―ボランティア活動の振興― 

 

１－１ 住民参加による 

支え合い活動 

１－２ 福祉団体・当事者団体の 

支援・育成 

１－３ 広報活動・福祉活動の啓発 

１－４ 福祉課題の把握と援護活動 

 

３ 人を大切にし、 

柔軟に対応できる 

仕組みづくり 

 

―福祉サービス 

利用支援の充実― 

 

４ 自立した暮らしを 

支えるサービスの充実 

 

―在宅福祉サービスの充実― 

 

５ 民間性を発揮した 

社協づくり 

―組織基盤の充実― 

 

 

２－１ 福祉教育と人材育成 

２－２ ボランティア活動 

３－３ 災害時における 

災害ボランティア活動 

 

３－１ 総合的な 

相談支援体制の強化 

３－２ 福祉サービス利用支援 

３－３ 低所得世帯等に対する 

資金の貸付と支援 

 

４－１ 高齢者・障害者等の 

生活支援サービス 

４－２ 高齢者の生きがいと 

健康づくり事業 

４－３ 介護保険事業 

４－４ 障害者福祉サービス事業 

 

５－１ 組織体制の充実 

５－２ 自主財源と公的財源の確保 

５－３ 人材の養成 
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〈連携・協働〉 

※基本理念・基本目標は、概ね１０か年の方向性を示してい

います。（第１次活動指針と同じです。） 

※推進項目・推進方策及び実施計画は、５か年の

期間で取り組むものです。 


